
































日銀

日本政府

≒ 日銀による国債買取
（発行高の 7割）

国債印刷・発行

国民へ国債販売
（発行高の 3割）

国債発行収入
臨時軍事費に

国債購入

国民

日本政府

直接税，間接税（酒税など）
特別税，外国で発売する日本国債

塩，たばこの値上げ分
郵便貯金，源泉徴収

一般会計軍事費へ

臨時軍事費国債　
　いわゆる「国債」とは正式には「国庫債券」といい，端的に言えば国の借金です。すなわち，
「国債を買う」ということは，「国に貸し付けをし，期限までに国から利息を受け取る」金融商
品です。「臨時軍事費国債」は戦争遂行を目的に，自国民に向けて発行されました。
　特に臨時軍事費は，通常の国家予算とは別に財源を確保する必要があります。そのため，日
中戦争・アジア太平洋戦争期には主として軍事費に特化した国債を発行し国民に購入させまし
た。これは大人だけでなく子どもの小遣いまでもが軍事費として期待されていました。国債の
発行額は「臨時軍事費」が必要になればなるだけ年々雪だるま式に膨大になりました。

戦時国債に対する日銀の役割
　臨時軍事費は何が何でも集めなければいけません。そのため，臨時軍事費の
原資となる戦時国債は確実に売り切る必要がありました。したがって，自国民
に向けたものではありましたが，その 7割を日銀が直接引き受け，その後市中
に売られる，という方法がとられました。
　国が発行した国債を自国の中央銀行が購入する…これは自国を食いつぶす戦費調達法であ
り，まるでタコが自分の足を食べて生き延びようとしているようなものでした。

©irasutoya.com

（大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史　第四巻　臨時軍事費』（東洋経済新報社，1955 年），pp.173 -174，関野『日本の戦争
財政　日中戦争・アジア太平洋戦争の財政分析』（中央大学出版部，2021 年），p.174 をもとに資料館作成。イラスト出典：日銀，
国債©イラスト AC，日本列島©irasutoya.com）

軍事費調達方法
　軍事費の調達方法は次の図のように表すことができます。国債は本来，購入者には本来期日
までに償還し利息も支払うものですが，敗戦間際にはそれも難しくなりました。

約 980 億円
 （1937-45 年）

臨時軍事費公債発行額





実物展示　第三章　

「支那事変国債」ポスター
（複製，原本：長野県阿智村所蔵）

巨額の臨時軍事費を賄うために，児童の小遣い
ですらも国債の購入に回すように宣伝していた。

1940（昭和 15）年

1940（昭和 15）年1941（昭和 16）年



第4章　軍拡と言論統制

1930年代の日本の動向と「赤化」防止策から始まった言論統制
　ワシントン海軍軍縮条約が 1936 年に失効する数年前から，軍縮条約の失効による危機を煽
る風潮がありました。1933 年，34年頃からそのキャンペーンが行われ，34年ごろから軍事
費が増大し，日本は軍拡に舵を切ります。
　その前からじわじわと展開されていたのが言論統制でした。言論弾圧の事件として有名な瀧
川事件が京都帝国大学で起こったのは 1933 年です。この頃から反軍拡を唱えた大学教授らが
排除され，国家による言論弾圧はますます激しくなっていきました。
　では国家による言論統制はどのように始まるのでしょうか。
　軍備拡張を進める国家にとって，国家運営に不都合な思想は抑え込む必要があります。その
ため「天皇制打倒」，「私有財産制度の否定（＝共産主義）」といった思想を取り締まる目的で
1925 年に治安維持法が制定されました。共産主義は日本が仮想敵国としてきたロシア帝国が
革命に敗れて成立したソ連の思想であり「反国家的思想」として大衆にも受け入れやすく，見
せしめとしても効果があり，恰好の標的となりました。
　ここで，国家にとって不都合であった日本共産党の主張を見てみましょう。

　　　　　　・天皇制の廃止
　　　　　　・朝鮮・台湾・樺太からの軍隊の撤退

　このような主張は，軍拡を推進したい国家権力側からすると都合が悪く，言論弾圧の最初の
取り締まりの対象になりました。共産党は機関誌名「赤旗」からもわかるように，「赤」い色
がその象徴で，「赤化」とは共産主義に影響を受けている，という意味です。1928 年には緊
急勅令により治安維持法が改定され処罰が厳罰化されました。ですが，のちには言論弾圧対象
の範囲は拡大し，日本共産党の主張する「天皇制」「軍国主義」「侵略戦争」への反対意見だけ
でなく，「反国家的」と見なされる思想全てが取り締まれるようになりました。

　戦争の時代，軍備拡張の時代は，基本的人権を制限し弾圧を伴います。言い換えれば，基本
的人権が制限，または抑圧されている時は「平和に逆行している」時代です。
　そんな時，社会では何が起こっているのでしょうか。これまでに，1931 年の満州事変以降
の直接的なわかりやすい軍拡の傾向に加え，間接的な事象として「言論統制」が挙げられます。
しかし，言論統制はわかりやすい軍拡の前から，じわじわと始まっていたのです。

⇒　日本の侵略戦争に反対

国家≒家から外れようとする個人主義，自由主義への弾圧の展開
　では，「反国家的」とはどういう思想を言うのでしょうか。「国家（公）」の対義語は「個人（私）」
です。個人を尊重しようというのが個人主義，民主的に個人の自由を尊重しようという思想が
自由主義であり，1930 年代，軍拡の時代の日本においては個人の生活より国家への奉仕を求
められ，それが個人主義，自由主義への言論の封じ込めとなって現れました。故に共産主義に
追加される形で個人主義思想，自由主義思想もひっくるめて共産主義に傾倒（＝赤化）と見な



瀧川事件とは
　瀧川事件とは，京都帝国大学で起きた言論弾圧事件です。京都帝国大学
法学部の瀧川幸

ゆき

辰
とき

教授が 1932 年に中央大学で講演した内容に対し，後に
なって「不穏当」であるとされ，1933 年 5月に文部省が瀧川の休職処分
を断行しました。これに反発した京大法学部教官が一斉に辞表提出，結果
的に総長および辞表を提出した半数の教授が辞職するという事態になりま
した。これは当時の政府が瀧川のような自由主義者も弾圧の対象としはじ
めたことを示すもので，この方向はその後強化されていきました。
　　
瀧川事件の曖昧な根拠と事件の経過
　その実，瀧川処分を求める根拠は曖昧で，一転，二転します。事件は「左翼的刑法思想」で「不
穏当」とされた中央大学での講演が発端でした。ですが，その年の暮れに文部省側は一旦「問題
なし」としました。ところが右翼の攻撃が続いた結果，翌年 3月国会で，瀧川の著書『刑法読本』
が共産主義を宣伝しているとして瀧川の罷免が要求され，4月には，瀧川の著書『刑法読本』と
『刑法講義』が発禁処分にされました。再度の文部省側の瀧川の教授職辞職要求は京大総長が拒否，
応酬の挙句，5月に文部当局は瀧川教授の休職処分の強行を決定，発令しました。

瀧川事件で取り締まりの対象になったこと
　文部省は瀧川の休職を強行せざる得ない理由として次の項目を挙げています。
　「瀧川の著書には共産党主義思想である『マルクス主義的表現』が散りばめられ，『国家思想の
涵養』に反してはならない帝国大学の教授の義務違反になる」，としています。更には著作にあ
る内乱罪，姦通罪，尊属殺人罪の記述を取り上げ，次のように断罪します。
　　　１）内乱罪で，内乱の動機や行動は考慮に値する
　　　　　　☛罪悪感を緩め，社会秩序を乱す
　　　２）姦通罪※で，不貞は性別問わず同一の責任を負うべき
　　　　　　☛女性に不貞をそそのかしている　　　　　
　　　　　※当時は男性のみが女性の不貞を訴えることができ，女性は男性を訴えられなかった。
　　　３）尊属殺人罪は，家父長制，封建主義のイデオロギーの残骸で時代遅れ
　　　　　　☛日本の美しい慣習を無視している
　これらの記述は，共産主義的であるとは必ずしも言えません。しかし，瀧川は日頃の振る舞い，
例えば講義で日頃から「天皇君」などと天皇を軽んじていると解釈されやすい言動をしており，
軍部に目をつけられていたとも言われ，軍部が執拗に瀧川をターゲットとしたことが明らかです。
　後年，当時の文部大臣であった鳩山一郎も「軍部と右翼にせき立てられ」て瀧川処分強行の口
実になったと回想しています。
　国家権力が特定の個人を目障りな危険因子と見ると，「マルクス主義『的』（＝共産主義）」と断定，
レッテル張りをすることで排除の根拠となり，また体制側に同調，従順な市民から見て「共産主
義的であるなら弾圧されても仕方がない」と思わせる風潮が軍拡の時代にはあったのです。

瀧川幸辰　
（京都大学大学文書館所蔵，
戦後，京大総長になった頃の
撮影か）

され，「共産主義思想」の定義も曖昧なまま取り締まりが強化されていったのです。
　そのような流れの中で，1933 年に瀧川事件が起こります。











　参謀本部は陸軍の作戦立案の組織です。そのため仮想敵国，あるいは実際に戦闘状態にある
敵国に応じて情報収集に努めるべく，参謀本部第二部は 1935 年時点で次のように組織されて
いました。

　　第五課…ソ連情報
　　第六課…欧米，南方情報※

　　　　　　※ 1935 年頃には日本周辺「包囲網」対策開始
　　第七課…中国情報

1937 年 1月 20 日には日中戦争の早期解決に向けた
謀略を担当する部署である第八課…宣伝，謀略が新た
に設置されました。この第八課は「謀略課」と呼ばれ，
課長は初代の影佐禎昭以来，陸軍の随一の中国通が務
め，中国大陸での戦闘終結のための和平工作，傀儡政
権樹立，経済謀略を主導しました。しかしながら，軍
部の中でも強硬派に押し切られる形で，各種和平工作
は実を結ぶことができず，日中戦争は長期化し，アメ
リカとの開戦につながりました。

③　陸軍中野学校の設置決定　秘密戦要員の養成

1937 年末に陸軍のスパイ養成機関の設置が決定され，翌年 3月に「防諜研究所」として発
足し，陸軍として初めての秘密戦要員を教育しました。これが「後方勤務要員養成所」を経て
のちに「陸軍中野学校」になりました。卒業生は「ヤマ機関」をはじめ，ソ連，中国，満州な
ど情報を収集する秘密戦戦士として海外の「特務機関」などで活躍します。登戸研究所の開発
した兵器，通信機器，資材などはこうした秘密戦の最前線で中野学校出身者などが使用しまし
た。

②　陸軍科学研究所登戸実験場の設置　秘密戦資材の供給

　1937 年 11 月に，現在の新宿区百人町のあたりにあった陸軍科学研究所が，電波兵器開発
のため現在の明治大学生田キャンパスの丘に「登戸実験場」の設置を決定，年内に設立されま
した。これは 1939 年には「陸軍科学研究所登戸出張所」となり，第一科が物理を応用した兵
器，第二科の生物化学兵器，毒物やスパイ兵器，第三科の偽札と，一大秘密戦兵器開発機構と
して秘密戦において必要とされる兵器，資材の供給元となりました。

イギリス領ビルマ

中　国

アメリカ領フィリピン

オランダ領東インド

ソ　連

満州国

日本

フランス領インドシナ

1935 年頃 日本周辺の「包囲網」
（資料館作成）©freemap.jp

①　参謀本部第二部第八課（謀略課）の設立　秘密戦の立案



実物展示　第五章　

「従軍手帳」 （当館所蔵）

〔歩兵隊員か〕藤井常一の従軍日記。
1939（昭和 14）年 4月 6日，広東付近での戦闘について記されている。
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し



実物展示　第五章　

「従軍日記」 （当館所蔵）

第十八師団工兵第十二聯隊工兵隊員　俊正正利の従軍日記。
1937 年 12 月 13日南京入城の日のページ。

書
き
起
こ
し



第6章　水面下の軍拡-日本の秘密戦の展開

（１）参謀本部（大本営陸軍部）主導の謀略

　第5章では，1937 年が日本にとって秘密戦の幕開けの年であり，秘密戦に必要な機関を設
置し，秘密戦遂行のための土台が整えられたことがわかりました。この章では日本がどのよう
に秘密戦を展開したのかを見ていきます。

日中戦争遂行と早期収束のために
　対中国戦線では，盧溝橋事件から 5か月後の 1937
年 12 月，大本営陸軍部では南京攻略戦と同時並行で
謀略工作が検討されていた可能性が考えられています。
これはもとより日中戦争終結のためには謀略に頼らざ
るを得ない，と陸軍中枢部の考えを示します。
　参謀本部で中国の謀略を担当したのは，第二部第七
課，第八課でした。
　1916 年から独立していた第七課（支那課）には
「支那通」と呼ばれる中国専門の軍人が所属していましたが，　彼らの認識は「対支一撃論」で
短期戦を予想していました。ですが短期戦の予想は戦局の悪化により行き詰まりを見せます。
　南京攻略戦直前の 11月には影佐禎昭が初代課長となり，第八課（謀略課）が新設されました。
影佐は「対中和平派」であり，日中戦争の早期解決を秘密戦の一つの方法である謀略により達
成する，という目的がありました。主な謀略として，中国大陸に傀儡政権である汪兆銘政権を
樹立した汪兆銘工作などが挙げられます。初代課長の影佐は上海に梅機関（影佐機関）を設立
し，この工作を進めました。また第八課は，登戸研究所の偽造法幣の工作も主導しました。

（２）日本陸軍による秘密戦の実態
①　関東軍と秘密戦
　関東軍が満州国全土で展開すると，多くの特務機関が追加され , ソ連，満州，中国の情報な
どを収集し，中央に送っていました。満州国建国直後 1932 年頃の日本は秘密戦分野が遅れて
おり，秘密戦機関は設置すらされていませんでした。ですが 1937 年頃には日本でも秘密戦を
行う土台（作戦・モノ・人の各担当機関＝参謀本部第二部第八課，および陸軍登戸研究所と陸
軍中野学校のそれぞれ前身機関）が設置，もしくは設置が決定され，以降，日本の秘密戦は水
面下で拡大していきました。1940 年の中野学校設立以降は，秘密戦教育を受けた陸軍中野学
校卒業生が各特務機関に配属され，登戸研究所が開発・製造した秘密戦兵器で情報収集など秘
密戦を行いました。
　また，関東軍防疫給水部（731 部隊）の姉妹組織である栄 1644 部隊は，登戸研究所製造
の青酸ニトリールの人体実験を南京で行うなど，協力体制にあったことが分かっています。

三宅坂の参謀本部（大本営陸軍部）
（『戦史叢書　大本営陸軍部〈1〉昭和十五年五月まで』
口絵より）左の建物は陸地測量部。



　特務機関とは，中国，満州，シベリアなどで活動した諜報・
謀略機関のことです。秘密戦では重要な役割を果たしまし
た。陸軍中野学校卒業生も多く派遣されました。彼らは中
国やソ連の情報を入手するために，登戸研究所が製造した
防諜・諜報用の資材をその活動で使用しました。

1937 年：盧溝橋事件☛登戸研究所の前身，陸軍科学研究所登戸実験場開設　
1938 年：5月に国家総動員法施行＝準戦時体制下となる
1939 年：ノモンハン事件＝ソ連軍と直接の戦闘により戦力の強さを身をもって知る
　　　　   →陸軍，対ソ戦の軍備を充実
　　　　   ヨーロッパで第二次世界大戦勃発，防共協定国のドイツに呼応
　　　　   →秘密戦強化（参謀本部第二部第八課主導で諜報，防諜，謀略を統合）
　　　　    ⇒通信機器，スパイ用品，毒薬，生物化学兵器，偽札のニーズが高まる⇧⇧⇧
　　　　　☛これら秘密戦兵器・資材を一手に引き受ける「陸軍科学研究所登戸出張所」　 
                        となり，登戸研究所は秘密戦開発の一大拠点になる

情報収集の重要性と登戸研究所の急拡大
水面下での情報収集，すなわち諜報活動は，戦争の本格化のために必要であり，秘密戦の基

本です。陸軍のニーズに合わせ，登戸研究所では，諜報活動を防ぐ防諜＞諜報＞謀略の順で強
化され規模が急拡大しました。拡大のタイミングと戦況は次のとおりです。

　戦況に伴い，1937 年以降，秘密戦研究が急激に進んだことが分かります。これに伴い，防
諜を担う憲兵，特高警察，特務機関をはじめ秘密戦の拠点が急増しました。秘密戦要員を養成
する陸軍中野学校は，秘密戦の現場である関東軍，ヤマ機関，特務機関へ卒業生を次々と送り
込みました。その秘密戦要員が使用する兵器を製造したのが登戸研究所でした。登戸研究所が
急拡大したのは 1939 年に正式名称が「陸軍科学研究所登戸出張所」となり，三科体制でスパ
イを防ぐための防諜兵器，スパイ活動を行うための諜報兵器，中国の偽札など多岐にわたる秘
密戦資材・兵器の開発製造が期待されました。登戸研究所の規模の拡大の理由は 1）臨時軍事
費の設置，２）ニーズへの対応，３）秘密戦兵器を使用する機関の増加，とまとめられます。
臨時軍事費により予算が潤沢になり，また 1942 年には会計法戦時特例の前金払制度により，
ルーズに予算を引きだすことも可能となりました。
　秘密戦の兵器の利点は，近代戦で高度化しコストがかかる兵器が増える中で，「細菌兵器」，「暗
殺用毒薬」，「スパイ用品（秘密通信用紙など）」など，期待できる効果に比して「軽量」で「安
価」であるということが挙げられます。

③　登戸研究所の拡大
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②　特務機関の果たした役割

1937-38 年頃の中国沿岸部周辺の
日本の特務機関　
（『日本陸海軍総合事典　第 2版』を
もとに資料館作成）
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登戸研究所には，最終的には約 1,000 人の人が働いていました。

近隣の国民学校高等科を卒業した 15 歳の若者からも優秀な人物

を 4 ～ 500 人動員しました。近くて通いやすいだけでなく，地域

がその秘密を守り（近所同士で顔が知っている同士で監視し合い），

何をしているかも喋らなくなりました。スパイの摘発もしやすかったと言います。秘密戦

の構造の中で，登戸研究所は規模が大きくなっても，このように秘密保持にも都合が良かっ

たようです。

タダ同然のお札を刷って戦費を調達
　登戸研究所は 1939 年から第三科（偽札製造部門）を設置し，中国の偽札製造を始めました。
具体的には対中国経済謀略として，敵対する中国の蔣介石政権発行の「法幣」の偽札を中国本
土で大量に流通させることにより，中国の経済を混乱させることを第一の目的としていました。
　大量に流通させるために「偽札」であるということがすぐにバレることは決して許されませ
んでした。そのため軍事費を投入し，本物と見分けがつかない精巧な偽札製造技術が求められ
ました。そこで民間企業へ協力依頼し，偽造法幣用紙の研究を重ねました。
　額面の「中国元（圓）」は管理通貨制度下で紙幣価値の極端な変動が起こらないよう流通量
が管理されていましたが，偽札の大量発行により適正量以上が流通することで，紙幣価値の低
下による経済的混乱の誘発を期待されていました。また軍事費が膨れ上がった日本陸軍にとっ
て，一度大量生産が可能になれば材料が安価な紙である偽札はコストパフォーマンスの良い戦
費調達手段になりました。比較的安い価格で軍需品を購入したり，日本兵の給料としても使用
できたのです。こうした背景もあり，登戸研究所の研究費，製造費は他の研究所以上に優遇さ
れたと考えられます。

④　登戸研究所の偽札と戦費調達

登戸研究所
第三科で
中国法幣の
偽札製造

中国大陸で偽造法幣 流通

流通方法の例：
・戦争資材ほか砂糖・綿布を購入
　→最終的にインフレーションを起こし，
　　敵対する蔣介石政権を動揺させる
・特務機関経営の商社を通して
　軍事物資（金・タングステンなど）を購入
・「梅機関」で汪兆銘政権成立のための
　秘密工作に利用
など
（『陸軍登戸研究所と謀略戦』p.142 より）

登戸では

印刷

登戸研究所第三科が
で製造した

※金額は諸説あり



日本陸軍による秘密戦→その他
　軍務局（軍務課）…市民の教育
　陸軍の中でも超エリートの出世 コース

偽札流通のルートと「昭和のフィクサー」児玉誉士夫
　登戸研究所製の偽札を中国本土で流通させるルートとして，拠点の上海には「萬和通商」と
いう海軍の御用商社がありました。登戸研究所はただ同然で刷った偽札を物資の購入資金とし
て融資していたのです。「萬和通商」の社長は児玉誉士夫（1911-1984）との説もあります。
　児玉誉士夫は，同じく上海に「児玉機関」を設立し海軍の戦略物資を調達しており，日中
戦争中に巨万の富を築きました。戦後はそれを元手に自由党 鳩山一郎のパトロンとなるなど，
現役または次期総理大臣候補者を影響下に置き，「昭和のフィクサー（黒幕）」として政治の世
界で保守合同の橋渡しをしたりして，現在の自由民主党結党に関与したと言われています。　

⑤　市民生活と秘密戦―憲兵と特高警察による取り締まり
　軍備拡張の時代には，秘密戦は防諜の部分として憲兵と特高警察による取り締まりが厳しく
なりました。そのため，一般市民の言論の自由を奪い，生活を脅かすようになっていきます。

在郷軍人と憲兵
　憲兵の役割は本来，軍紀（軍隊の風紀や規律）を取り締まることでしたが，これが在郷軍人
も対象になりました。在郷軍人とは，平時は民間で働いていますが，かつて陸海軍に勤務服役
し戦時には必要に召集される予備役，後備役軍人などのことを指します。そのため，憲兵が在
郷軍人を取り締まるという目的で民間も監視しました。実際には在郷軍人と一般人の線引きは
困難で，軍機保護法に関わる場合は一般市民であっても憲兵が取り締まりました。
　なお，1936 年には「在郷軍人会」が半公的機関となり「軍人精神を鍛錬し，軍事能力を増
進するを本旨とし，かねて社会の公益をはかり風況を振作」することを目的に掲げました。そ
のため在郷軍人は，市井の戦争に反対する反体制思想に目を光らせていました。

特高警察
　特高警察は今でいう公安警察の役割に近く，特に「治安維持法」に関する犯罪を取り締まり
ました。第 4章で触れたとおり，1930 年代半ばには民間の「共産主義的」思想も取り締まり
の対象としました。

国家にとって
不利な思想の芽を
摘む

天皇制＝国＝家制度の
転覆因子を
全て摘み取る

反体制と見なされた
あらゆる思想を
取り締まる

・特に，共産主義思想の
　取り締まりと
　植民地独立思想の敵視

・社会主義，個人主義思想も
 　取り締まる

ソ連に対しての
諜報活動

ヤマ機関による，
科学を用いた
「外敵からの」スパイ防止
のための防諜

ヤマ機関による，
内政コントロールと
特高，軍務局軍務課による
キャンペーン

憲兵，特高警察による
民間の監視体制の完成

軍の思惑

関連する
防諜活動

取り締まり
対象の思想

・「共産主義的」＝反体制的　
　と見なされた全ての思想

一般市民に
対する防諜

狭い範囲 広い範囲

時間の流れ⇒

（資料館作成）



実物展示　第六章　

愛国婦人会　たすき （当館所蔵）

もとは上流階級の女性を中心とした，日本で最初の女性の全国的軍事援護団
体で，1931（昭和 6）年の満州事変を契機に活動を活発化させた。国・県・
市町村の指導のもと，軍人送迎，慰問金募集，国防献金，節米運動などを行った。



　ここで，意地悪な仮定かもしれませんが，究極のシミュレーションをしてみましょう。いま
の「日本が戦争をすることになったら？」を考えます。
　まず，現行の日本国憲法第一条，第四条，第九条を見てみましょう。

　　〔天皇の地位と主権在民〕

　　第一条　天皇は， 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて， この地位は， 主権の存する

　　日本国民の総意に基く。

　　〔天皇の権能と権能行使の委任〕

　　第四条　天皇は， この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ， 国政に関する権能を有しない。

　　２　天皇は， 法律の定めるところにより， その国事に関する行為を委任することができる。

　　〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

　　第九条　日本国民は， 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し， 国権の発動たる戦争と，

　　武力による威嚇又は武力の行使は， 国際紛争を解決する手段としては， 永久にこれを放棄する。

　　２　前項の目的を達するため， 陸海空軍その他の戦力は， これを保持しない。 国の交戦権は， これを

　　認めない。

　要するに，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ということです。　　　
　　　　　　　　　　
　そうすると，「戦争をする」という場合，次の疑問が浮かび上がります。
１）誰が戦争に行くのか

　　　日本には現在徴兵制はありません。軍隊に近い存在として自衛隊を持っています。これ
　　は国際法上認められた「自衛のため」の部隊とされていますが，現在，国内で戦闘の訓練
　　を日常的に行っているのは自衛隊しかありません。
２）誰が指揮を執るのか

　　　では自衛隊の指揮を誰が執るのでしょうか。戦前と異なり，現代では，国家総力戦となっ
　　た場合の指揮官は予定されていない，と言えます。しかし，日本政府は自衛隊を「行政」　
　　の組織としているため，自衛隊の指導監督権は内閣総理大臣にあると想定されます。
　ですが，そもそも憲法第九条では国の武力行使を禁止しています。また自衛隊は，憲法第
十三条で国民の生命，自由への権利は最大の尊重を必要とする，と定めているため，国民の権
利として例外的に持っているのであり，軍隊としての対外侵略，すなわち戦争行為は認められ
ません。
したがって，日本が戦争をできるようにするには，普通に考えれば憲法を変える必要がある

はずである，ことは明らかです。

・天皇は象徴
・天皇は政治に関わらない
・戦争は放棄し，軍隊は持たない

第７章　いま日本が戦争をすることになったら？

©irasutoya.com

　　　　

まますす。 ©irasutoya.com



おわりに
　近代史を紐解くと，人類は好戦的な時代と平和を求
める時代とを繰り返してきたことが分かります。
　2025 年には 1945 年に第二次世界大戦が終結して
80年になります。戦後に集団安全保障の要として設
立された国際連合は，いまどれだけ効力を発揮できて
いるのでしょうか。
　過去の日本が戦争に至るまでの経過を，この企画展
では見てきました。あたかもすぐそこに敵の攻撃の手
が迫っているかのように危機を煽る報道，それに焚き
つけられる民衆，政府による反対派への言論弾圧，軍
備費の増大。過去にたどった軍拡への道に，いま，何
か思い当たるところはないでしょうか。
　平和な世の中は当然のものではなく，放っておいて
も永久に続くものではありません。地球上に住むひと
りひとりが平和を維持するための努力が必要なので
す。そして，軍拡の行きつく先は，戦争か，破綻かの
いずれかにしかならない気がしてなりません。
　日本が戦争に突入しないために，大事なことを見落
とさないためのヒントを提示できましたら幸いです。
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